
○通所リハビリテーション （単位：円）
はぴねすケアセンター

1～2時間 4～5時間 6～7時間 6～7時間

要介護１ 316 480 626 626

要介護２ 346 563 750 750

要介護３ 373 645 870 870

要介護４ 402 749 1,014 1,014

要介護５ 430 853 1,155 1,155

理学療法士等体制強化加算 （1～2時間に限る） 30

入浴介助加算 50

短期集中個別リハビリテーション実施加算 110

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 Ⅰ

リハビリテーション提供体制加算 16 24

栄養改善加算 （3ヶ月以内、1月2回を限度） 150

口腔機能向上加算 （3ヶ月以内、1月2回を限度）

重度療養管理加算 100

中重度者ケア体制加算

Ⅰ（イ） 18

Ⅱ

食費 600

介護職員処遇改善加算

Ⅰ 330

Ⅱ（同意日から6ヶ月以内） 850

Ⅱ（同意日から6ヶ月超） 530

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 Ⅱ

（開始日から3ヶ月以内）

（開始日から3ヶ月超6ヶ月以内）

（単位：円）

はぴねすケアセンター

1～2時間 4～5時間 6～7時間 6～7時間

要介護１ 916 1,080 1,226 1,226

要介護２ 946 1,163 1,350 1,350

要介護３ 973 1,245 1,470 1,470

要介護４ 1,002 1,349 1,614 1,614

要介護５ 1,030 1,453 1,755 1,755

○介護予防通所リハビリテーション （単位：円）

要支援１ 1,712

要支援２ 3,615

要支援１　Ⅰ（イ） 72

要支援２　Ⅰ（イ） 144

要支援１　Ⅱ

要支援２　Ⅱ

運動器機能向上加算 225

リハビリテーションマネジメント加算 330

介護職員処遇改善加算

（
一
日
あ

た
り

）

食費 600

（単位：円）

要支援１ 2,339

要支援２ 4,314

※ 上記金額以外に、おむつ代を実費徴収いたします。

また、日用生活費（石鹸、シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、歯磨き粉、歯ブラシ、化粧品、バスタオル、おしぼり類）として一日100円を徴収い

たします。

その他、娯楽費・クラブ活動費・文書料等有り。

2,291

3,615
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若水ケアセンター
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区 分 費 目

月額料金
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介護度

介
護
給
付
に
関
わ
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生活行為向上リハビリテーション実施加算

日額料金
（基本料金、食

費）

若水ケアセンター

530

330

1,000

（介護給付に関わる費用×4.7％）※食費を除く

6
サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算

1,920

600

（介護給付に関わる費用×3.4％）※食費を除く

はぴねすケアセンター



＊表中の介護給付費負担金額は1割負担額です。所得額により負担額が２割の場合もあります。


